
令和６年10月20日現在、千葉労働局管内では２９件の死亡災害が発生してい

ます(昨年同期比７０％増)。あらゆる労働災害を私たちは誰も望んでいません。

私たちすべての願いは

災害防止のために、心をひとつにして取り組んでいきましょう。

これまでに発生した災害を教訓に、安全の約束事をピクトグラム化しました。

作業前に指揮者も作業者もリスク対策を怠りなくお願いします。

【労働災害防止ピクトグラム】

令和６年１１月１日

千 葉 労 働 局 長

岩 野 剛

資格証・携帯

資格が必要な仕事では、
必ず資格を取得し携帯し
ましょう。

安全通路確認

作業者と車両等が混在す
る場所は安全通路の通行
を徹底しましょう。

用途外使用禁止

機械を使用する際は、決
められた用途以外の使用
は禁止です。

過荷重吊り禁止

吊り荷に見合った能力を
持った機械を選定し使用
しましょう。

緊 急 要 請

安全で安心に働ける職場で、今日も明日も働く


